
対象者の抽出 該当町内会等
を確認

地域や関係機関
への名簿提供

対象者への
同意確認

令和７年10月1日を基
準日として、岡山市が
保有する情報から対象
者を抽出

令和７年12月上旬
に対象者に対し、同
意等確認用の文書
を郵送し、返送を
依頼

令和７年度 令和８年度

同意が得られた方の町内
会・地区担当者等の確認の
ため、各学区・地区安全・安
心ネットワーク、各地区民
生委員・児童委員協議会に
確認用名簿を送付

各学区・地区の安全・安心ネットワー
クや町内会、民生委員・児童委員等
に名簿を提供し、計画作成等にご活
用いただく

10～11月頃 12～1月頃 2～３月頃 ４～５月頃

名簿の
活用

１ R８年度名簿の作成から提供までの流れ

２ 各地区の町内会、民生委員・児童委員への名簿提供方法

（１）町内会への名簿提供方法（①or②）
①各学区・地区の安全・安心ネットワークを

通じた提供
②各学区・地区の単位町内会への直接の提供

※安全・安心NW代表者への意向確認により、学区全体名簿のみを
安全・安心NWへ提供を行う場合もあります

避難行動要支援者名簿の作成から提供までの流れ

（２）民生委員・児童委員への名簿提供方法

各地区民生委員・児童委員協議会を通じた提供

※名簿の提供にあたっては、提供先の団体と岡山市とで個人情報の提供に関する覚書を交わします。


